
２ 万円 まで助成！ 

受付期間は令和８年３月 10日まで随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比婆牛をイベントで

販売しよう！！ 
庄原が誇るブランド和牛「比婆牛」を使って料理や商品を販売する

出店者の方を応援します！ 

（年２回まで申請 OK!） 

対象 

市内外問わず開催されるイベントに

出店する「比婆牛提供店舗登録店」

「市内の事業者・団体」 

助成内容 
比婆牛精肉購入経費の５分の１の金額（千円未満切捨て） 

※上限２万円、消費税額は除く 

対象期間 令和７年 10月１日～令和８年３月 15日 

お問い合わせ  比婆牛振興会事務局（庄原市企画振興部農業振興課内） 

        庄原市中本町一丁目 10番１号 

        電話：0824-73-1227 FAX：0824-72-3322 

        Eメール：chikusan@city.shobara.lg.jp 

 詳細は裏面へ 



 

 

 

 

 

 市内外のイベントで比婆牛を食材として調理・加工した商品を販売される出店者の方を

対象に比婆牛精肉購入経費の一部を助成します。 

 

 

対象者 

（１）比婆牛振興会が認定した比婆牛提供店舗登録店 

（２）市内に住所を有する代表者が運営する飲食店や団体（任意団体含む）又

は法人 

対象経費 
イベント出店のために購入した比婆牛精肉購入経費 

※イベントとは、市内外で開催される不特定多数の来場者が見込まれる催し 

対象期間 
次の期間内で開催されるイベント出店に限ります。 

令和７年 10月１日から令和８年３月 15日まで 

助成金額 

比婆牛精肉購入経費の５分の１の金額（千円未満は切り捨て） 

※上限額は 20,000円 

※消費税額は除く 

※助成金の交付は対象者１団体につき年２回限り 

必要な手続き 

（１）比婆牛振興会事務局（庄原市企画振興部農業振興課内）へ「助成金交付

申請書」を提出してください。 

（２）イベント終了後に実績報告書（領収書等購入金額の分かる書類の写し、

出店状況が分かる書類や写真等を添付）を事務局へ提出してください。 

   ※申請される場合は、下記事務局へご相談ください。 

受付期間 
令和８年３月 10日まで随時 

※但し、土日祝日及び年末年始は除く。 

申請窓口 

比婆牛振興会事務局（庄原市企画振興部農業振興課内） 

住所：庄原市中本町一丁目 10番１号 

電話：0824-73-1227 FAX：0824-72-3322 

Eメール：chikusan@city.shobara.lg.jp 
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イベントで比婆牛を販売される事業者等を応援します！ 
～比婆牛販売イベント出店助成金～ 

比婆牛推進組織 比婆牛振興会事業 


